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費
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す
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に
対
し
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送
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す
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
早
稲
田
ゆ
き
君
提
出
厚
生
労
働
省
の
会
議
体
に
お
け
る
患
者
、
消
費
者
代
表
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
医
薬
品
等
行
政
評
価
・
監
視
委
員
会
で
は
「
医
薬
品
等
行
政
評
価
・
監
視
委
員
会
に
お

け
る
利
益
相
反
の
取
扱
い
規
定
」
（
令
和
三
年
七
月
十
九
日
医
薬
品
等
行
政
評
価
・
監
視
委
員
会
決
定
）
に
お
い
て
、
「
個

別
の
医
薬
品
等
を
議
題
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
議
論
の
対
象
品
目
の
製
造
販
売
業
者
及
び
競
合
企
業
か
ら
の
寄
附
金
・
契

約
金
等
の
受
取
（
又
は
割
当
て
。
以
下
同
じ
。
）
の
実
績
及
び
そ
の
他
の
特
別
な
利
害
関
係
に
つ
い
て
委
員
等
か
ら
自
己
申

告
を
受
け
」
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
厚
生
科
学
審
議
会
医
薬
品
医
療
機
器
制
度
部
会
、
医
薬
品
の
販

売
制
度
に
関
す
る
検
討
会
、
医
療
用
か
ら
要
指
導
・
一
般
用
へ
の
転
用
に
関
す
る
評
価
検
討
会
議
等
」
の
具
体
的
に
指
し
示

す
範
囲
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
厚
生
科
学
審
議
会
医
薬
品
医
療
機
器
制
度
部
会
、
医
薬
品
の
販
売
制
度
に
関
す
る
検
討
会

及
び
医
療
用
か
ら
要
指
導
・
一
般
用
へ
の
転
用
に
関
す
る
評
価
検
討
会
議
で
は
、
個
別
の
医
薬
品
等
を
議
題
と
し
て
お
ら

ず
、
当
該
医
薬
品
等
に
関
す
る
特
別
の
利
害
関
係
の
問
題
が
生
じ
な
い
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
ら
の
審
議
会
、
検
討
会

等
の
運
営
細
則
、
開
催
要
綱
等
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
利
益
相
反
に
関
す
る
規
定
」
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。 



 

２ 

 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
厚
生
労
働
省
の
審
議
会
、
研
究
会
、
検
討
会
等
」
及
び
「
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
さ
え
あ
い
医
療
人

権
セ
ン
タ
ー
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｌ
の
メ
ン
バ
ー
」
の
具
体
的
に
指
し
示
す
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
網
羅
的
か
つ
正

確
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
審
議
会
等
（
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
六
条

及
び
厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
第
百
三
十
二
条
の
審
議
会
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
、
部
会
等
（
必
要
に
応
じ
て
置
か
れ
る
審
議
会
等
の
下
部
機
関
を
い
う
。
）
、
懇
談
会
等
（
行
政
運
営
上
参
考
と
す

る
た
め
、
何
ら
か
の
具
体
的
な
テ
ー
マ
を
定
め
て
、
厚
生
労
働
省
の
局
長
級
以
上
の
職
員
が
行
政
機
関
の
職
員
以
外
の
有
識

者
等
の
参
集
を
求
め
、
複
数
回
継
続
し
て
開
催
す
る
会
合
を
い
う
。
）
及
び
一
般
社
団
法
人
日
本
医
療
安
全
調
査
機
構
が
開

催
す
る
会
議
（
以
下
「
厚
生
労
働
省
の
審
議
会
等
」
と
総
称
す
る
。
）
で
あ
っ
て
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
さ
え
あ

い
医
療
人
権
セ
ン
タ
ー
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｌ
の
肩
書
き
の
あ
る
者
が
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
も
の
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に

開
催
実
績
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
数
は
、
令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
現
在
、
三
十
五
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
い
わ
ゆ
る
患
者
枠
、
消
費
者
枠
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困



 

３ 

 

難
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
団
体
や
個
人
に
と
っ
て
も
会
議
参
加
の
た
め
の
準
備
を
す
る
時
間
も
な
く
な
り
、
不
適
当
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
厚
生
労
働
省
の
審
議
会
等
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
医
薬
行
政
を
進

め
る
」
に
当
た
り
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
係
る
制
度
に
関
す
る
こ
と
や
薬
剤

師
に
係
る
制
度
に
関
す
る
こ
と
等
に
係
る
経
験
や
知
見
を
踏
ま
え
た
意
見
を
述
べ
て
い
た
だ
く
観
点
か
ら
、
厚
生
労
働
省
の

審
議
会
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
任
命
権
者
が
御
指
摘
の
「
団
体
や
個
人
」
の
同
意
を
得
た
上
で
適
切
に
選
任
し
た
も
の
で
あ
る
。 


